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三菱ＵＦＪ年金ニュース三菱ＵＦＪ年金ニュース三菱ＵＦＪ年金ニュース

厚生年金特例法により特例対象者の標準給与の改定等が行な

われた場合、社会保険庁から基金宛に情報提供されますが、

今般、当該事務についての事務連絡※が出状されました。

ポイント
※ご参考にDB年金のお客様にも送付させて頂きます。

ポイント

ご参考（スキーム図）ご参考（スキーム図）

※「厚生年金特例法に基づく社会保険庁からの情報提供の事務の取扱いについて」

厚生年金被保険者 掛金 事業主 掛金 国、厚生年金基金

第三者委員会第三者委員会
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事業主への納付勧奨（国の保険料）
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【今回明らかになっ

た内容】

①訂正後の加入員

情報及び変更箇所

が提供される

②地方厚生局経由

で基金宛に情報提

供される※（社会保

険事務所⇒社会保

険事務局⇒地方厚

生局⇒基金）
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地方厚生局宛報告（毎月）
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②

③

④

⑤

⑥

※情報提供の頻度
等の詳細は現状
不明です。

以上

（ご参考）厚生年金特例法の事務取扱いについてはNo.88（H20.1.22）にて、施行についてはNo.84（H19.12.19）にて
それぞれご案内しております。

No.88

http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/kgkaiin/pdf/nnews/nnews_2008_149.pdf?20100319
https://safe.tr.mufg.jp/cgi-bin/houjin/jutaku/kgkaiin/login.cgi?file=nnews_2008_149.pdf

